
 

 

重要事項説明書及び契約書 

【訪問看護・介護予防総合事業】 

（ 医療保険 ） 

 

     

 

 

 

 

利用者            様  

事業所 ＢＯＮＤ ＢＡＳＥ 看護  

住所 鎌倉市笛田 6丁目２０－３７ 
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重要事項説明書（医療保険） 

（指定訪問看護）訪問看護 ＢＯＮＤ ＢＡＳＥ 看護 

 

 

１ 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）

名称 

株式会社 里紀  

事業所在地 

連 絡 先 

神奈川県鎌倉市笛田６丁目２０－３７ 

電話：０４６７－８１－７７７５ ＦＡＸ：０４６７－８１－７６７９ 

代表者氏名 代表取締役  櫻井 里香 

法人設立年月日 ２０２４年４月１２日 

 

２ 事業所の概要 

事業所名称  ＢＯＮＤ ＢＡＳＥ 看護 

サービスの種類  訪問看護・介護予防訪問看護 

事業所の所在地 

連 絡 先 

神奈川県鎌倉市笛田６丁目２０－３７ 

 電話：０４６７－８１－７７７５ ＦＡＸ：０４６７－８１－７６７９ 

訪問看護指定 

事業所番号 
 １４６２１９０４３７ 

管理者氏名 高木 美鈴 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
鎌倉市 藤沢市の一部 

 

３ 事業の目的及び運営の方針 

 

 

事業の目的 

要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応

じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことが

できるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心

して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は

介護予防サービスを提供することを目的とします。 

 

 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護

保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係す

る市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿

密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の

防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切な

サービスの提供に努めます。 
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４ 訪問看護で医療保険が適応となる場合 

① 40歳未満の方 

② 40歳以上 65歳未満で、16 特定疾患による要支援・要介護の認定を受けていない方 

③ 65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けていない方 

④ 要支援・要介護の認定を受けた以下の方 

・厚生労働大臣が定める疾病・状態等がある方 

・精神科訪問看護が必要な方 

・特別指示のある方 

 

 

 

５ 提供するサービスの内容 

体温・脈拍・血圧・酸素飽和度測定や聴診、触診による観察等一般的な看護ケアに加え

て、上記４表右「厚生労働大臣が定める状態等」に関わる医療的処置を行います。 

 

 

 

（４）真皮を超える褥瘡の状態

（１）在宅悪性腫瘍等患者指導管理もしくは在宅気管

切開患者指導管理を受けている状態、または気管カ

ニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態

（３）人工肛門または人口膀胱を設置している状態

（５）点滴注射を週３日以上行う必要があると認めら

れた状態

・在宅成分栄養経管栄養法指導管理

・在宅自己導尿指導管理

・在宅人工呼吸指導管理

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

・在宅自己疼痛管理指導管理

・在宅肺高血圧症患者指導管理

（２）以下のいずれかを受けている状態

・在宅自己腹膜灌流指導管理

・在宅血液透析指導管理

・在宅酸素療法指導管理

・在宅中心静脈栄養法指導管理

・慢性炎症性脱髄性多発神経症

・後天性免疫不全症候群

・頚髄損傷

・人工呼吸器を使用している状態

・多系統萎縮症

・プリオン病

・亜急性硬化性全脳症

・ライソゾーム病

・副腎白質ジストロフィー

・脊髄性筋萎縮症

・スモン

・筋萎縮性側索硬化症

・脊髄小脳変性症

・ハンチントン秒病

・進行性筋ジストロフィー症

・パーキンソン病関連疾患

厚生労働大臣が定める疾病等 厚生労働大臣が定める状態等

・末期の悪性腫瘍（がん）

・多発性硬化症

・重症筋無力症
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６ 事業所窓口の営業日及び営業時間 

営  業  日 

（サービス提供日） 

月曜日から金曜日 

ただし、祝日、12月 31 日から 1 月 2 日までを除く 

営 業 時 間 

（サービス提供時間） 

午前 9 時から午後６時 

上記営業時間の他、電話等により２４時間連絡可能な体制とする。 

 

７ サービス提供の管理責任者 

サービス提供の管理責任者は下記のとおりです。 

 サービスのご利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出 

 ください。 

管理責任者の氏名 高木 美鈴 

 

８ 事業所の職員体制 

職種 人員数

1 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な

管理を行います。

2 訪問看護計画書および訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び

管理を行います。

3 従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行いま

す。

1 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を

受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画書及び訪問看護報

告書提出し、主治の医師との密接な連携を図ります。

2 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用

者等への説明を行い、同意を得ます。

3 利用者へ訪問看護計画を交付します。

4 指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。

5 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやす

いように指導又は説明を行います。

6 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把

握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な指導を行います。

7 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を

図ります。

8 訪問日、提供した看護内容を記載した訪問看護報告書を作成します。

1 訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。

2 訪問看護の提供に当たっては、適切な技術をもって行います。

1 訪問看護計画に基づき、理学療法士による指定訪問看護のサービスを

行います。

2 訪問看護の提供に当たっては、適切な技術をもって行います。

1 訪問看護計画書に基づき、作業療法士による指定訪問看護のサービス

を提供します。

2 訪問看護の提供に当たっては、適切な技術をもって行います。

1 訪問看護計画書に基づき、作業療法士による指定訪問看護のサービス

を提供します。

2 訪問看護の提供に当たっては、適切な技術をもって行います。

看護職員
常勤換算2.5

名以上

職　務　内　容

管理者

常　勤１名

（看護職員

と兼務）

看

護

職

員

の

う

ち

主

と

し

て

計

画

作

成

等

に

従

事

す

る

者

常勤換算2.5

名以上

介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。1事務職員
常　勤０名

非常勤０名

理学療法士
常　勤０名

非常勤０名

作業療法士
常　勤０名

非常勤０名

言語聴覚士
常　勤０名

非常勤０名

 

 

 

 管 理 者 高木 美鈴 
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９ サービス利用料及び利用者負担 

 健康保険法及び後期高齢者医療制度に基づいて、それぞれの基本利用料に応じた金額を 

「訪問看護療養費」として、他契約内容・病状によって加算分を徴収します。 

但し、期間中に関係法令が改定された場合は改訂後の金額を適用します。 

 

（１）医療料金表 （注：診療報酬改定に伴い金額が変動することがあります） 

負担額計算方法：①管理療養費＋②基本療養費（医療もしくは精神医療）＋③加算（該当項目のみ） 

① 管理療養費（医療と精神医療で共通） 

≪ 医療・精神医療 ≫ 

 

 

② 基本療養費（医療と精神医療で変わります） 

≪ 医療 ≫  

 

 

 

 

 

 

１割 ２割 ３割

¥7,670 ¥767 ¥1,534 ¥2,301

¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900

¥2,500 ¥250 ¥500 ¥750

利用料金

（円／回）

利用者負担額
管理療養費

訪問看護管理療養費（月の初日の訪問の場合） １～３以外の場合

訪問看護管理療養費１訪問看護管理療養費

（月の２日目以降の訪問の場合） 訪問看護管理療養費２

１割 ２割 ３割

¥5,550 ¥555 ¥1,110 ¥1,665

¥6,550 ¥655 ¥1,310 ¥1,965

¥5,050 ¥505 ¥1,010 ¥1,515

¥6,050 ¥605 ¥1,210 ¥1,815

３日目まで／週 ¥5,550 ¥555 ¥1,110 ¥1,665

４日以降／週 ¥6,550 ¥655 ¥1,310 ¥1,965

３日目まで／週 ¥2,780 ¥278 ¥556 ¥834

４日以降／週 ¥3,280 ¥328 ¥656 ¥984

３日目まで／週 ¥5,050 ¥505 ¥1,010 ¥1,515

４日以降／週 ¥6,050 ¥605 ¥1,210 ¥1,815

３日目まで／週 ¥2,530 ¥253 ¥506 ¥759

４日以降／週 ¥3,030 ¥303 ¥606 ¥909

¥8,500 ¥850 ¥1,700 ¥2,550

訪問看護基本療養費Ⅱ（１日につき）

※同一建物への訪問

看護師

同一日２人

看護師

同一日３人以上

准看護師

同一日２人

准看護師

同一日３人以上

訪問看護基本療養費Ⅲ

※在宅医療に備えた一時的な外泊時

入院中に１回

※厚生労働大臣が定める疾病等は

入院中に２回

基本療養費　項目
利用料金

（円／回）

利用者負担額

訪問看護基本療養費Ⅰ（１日につき）

看護師　週３日まで

看護師　週４日以降

准看護師　週３日まで

准看護師　週４日以降
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≪ 精神医療 ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１割 ２割 ３割

¥5,550 ¥555 ¥1,110 ¥1,665

¥4,250 ¥425 ¥850 ¥1,275

¥6,550 ¥655 ¥1,310 ¥1,965

¥5,100 ¥510 ¥1,020 ¥1,530

¥5,050 ¥505 ¥1,010 ¥1,515

¥3,870 ¥387 ¥774 ¥1,161

¥6,050 ¥605 ¥1,210 ¥1,815

¥4,720 ¥472 ¥944 ¥1,416

３０分以上 ¥5,550 ¥555 ¥1,110 ¥1,665

３０分未満 ¥4,250 ¥425 ¥850 ¥1,275

３０分以上 ¥6,550 ¥655 ¥1,310 ¥1,965

３０分未満 ¥5,100 ¥510 ¥1,020 ¥1,530

３０分以上 ¥2,780 ¥278 ¥556 ¥834

３０分未満 ¥2,130 ¥213 ¥426 ¥639

３０分以上 ¥3,280 ¥328 ¥656 ¥984

３０分未満 ¥2,550 ¥255 ¥510 ¥765

３０分以上 ¥5,050 ¥505 ¥1,010 ¥1,515

３０分未満 ¥3,870 ¥387 ¥774 ¥1,161

３０分以上 ¥6,050 ¥605 ¥1,210 ¥1,815

３０分未満 ¥4,720 ¥472 ¥944 ¥1,416

３０分以上 ¥2,530 ¥253 ¥506 ¥759

３０分未満 ¥1,940 ¥194 ¥388 ¥582

３０分以上 ¥3,030 ¥303 ¥606 ¥909

３０分未満 ¥2,360 ¥236 ¥472 ¥708

¥850 ¥1,700 ¥2,550

４日以降／週

３日目まで／週

４日以降／週

３日目まで／週

４日以降／週

¥8,500

利用料金
利用者負担額

看護師

週３日まで

看護師

週４日以降

看護師

週３日まで

看護師

週４日以降

３０分以上

３０分未満

３０分以上

３０分未満

精神科訪問看護基本療養費Ⅲ

（１日につき）

※同一建物への訪問

看護師

同一日２人

看護師

同一日３人以上

准看護師

同一日２人

准看護師

同一日３人以上

精神科訪問看護基本療養費Ⅳ

※在宅療養に備えた外泊時

入院中に１回

※厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に２回

３日目まで／週

４日以降／週

３日目まで／週

基本療養費　項目

精神科訪問看護基本療養費Ⅰ

（１日につき） ３０分以上

３０分未満

３０分以上

３０分未満
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③ 加算（医療と精神医療で一部共通） 

以下の要件を満たす場合、①管理療養費＋②基本療養費に以下の料金が加算されます。 

 

≪ 医療・精神医療 ≫                     ★：精神科医療では別表になります  

 

 

１割 ２割 ３割

¥4,500 ¥450 ¥900 ¥1,350

¥8,000 ¥800 ¥1,600 ¥2,400

¥2,650 ¥265 ¥530 ¥795

¥2,000 ¥200 ¥400 ¥600

¥5,200 ¥520 ¥1,040 ¥1,560

①看護師２人以下 １日に１回 ¥4,500 ¥450 ¥900 ¥1,350

②看護師と准看護師 １日に１回 ¥3,800 ¥380 ¥760 ¥1,140

１日に１回 ¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900

１日に２回 ¥6,000 ¥600 ¥1,200 ¥1,800

１日に３回以上 ¥10,000 ¥1,000 ¥2,000 ¥3,000

¥6,000 ¥600 ¥1,200 ¥1,800

¥8,400 ¥840 ¥1,680 ¥2,520

¥8,000 ¥800 ¥1,600 ¥2,400

¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900

¥2,000 ¥200 ¥400 ¥600

¥2,500 ¥250 ¥500 ¥750

¥5,000 ¥500 ¥1,000 ¥1,500

¥2,100 ¥210 ¥420 ¥630

¥4,200 ¥420 ¥840 ¥1,260

¥1,500 ¥150 ¥300 ¥450

¥25,000 ¥2,500 ¥5,000 ¥7,500

¥10,000 ¥1,000 ¥2,000 ¥3,000

¥2,500 ¥250 ¥500 ¥750

¥50 ¥5 ¥10 ¥15

¥6,520 ¥652 ¥1,304 ¥1,956

加算　項目 利用料金
利用者負担額

難病等複数回訪問看護加算★
２回／１日訪問

３回以上／１日訪問

退院時共同指導加算 退院日の翌日以降初日に加算

緊急訪問看護加算★ １日につき（月１４日まで）

緊急訪問看護加算★ １日につき（月１５日目以降）

長時間訪問看護加算（９０分超）★ １日／週

複数名訪問看護加算★

③看護師と

看護補助者

退院支援指導加算
退院日の翌日以降初日に加算

※長時間（９０分以上）の場合

看護・介護職員連携強化加算

在宅患者連携指導加算 １回あたり（月１回まで）

在宅患者緊急等カンファレンス加算 １回あたり（月２回まで）

特別管理加算
１月あたり

１月あたり（重症度が高い利用者）

続柄：　本人　・　（　　　　　　　　　　）

特別地域訪問看護加算

訪問看護医療DX情報活用加算

２４時間対応体制加算

１回につき

１回につき

月１回

死亡月１回

死亡月１回

月１回

所得額の５０％

夜間・早朝訪問看護加算

夜１８時～２２時まで／早朝６時～８時まで

深夜訪問看護加算　２２時～６時まで

訪問看護情報提供療養費１．２．３

訪問看護ターミナルケア療養費Ⅰ

訪問看護ターミナルケア療養費Ⅱ

１月あたり

１月あたり

私（利用者及びその家族）は、訪問看護サービスの料金表と加算の説明を受け、貴訪問看護ステーション（BOND BASE）の２４時間連絡体制により

緊急時の場合の電話相談又は訪問看護を利用するため、２４時間対応体制加算を算定することに同意します。

同意日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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≪ 精神医療 ≫ 

 
訪問看護料金例（医療） 

 

内訳：当月初回 ①管理療養費＋②基本療養費＋③加算（訪問看護医療 DX情報活用加算、２４時間対応

体制加算） 

① ￥７６７＋ ② ￥５５５ ＋ ③ ￥５＋ ③ ￥６５２ ＝ ￥１９７９ 

  ２回目以降 ①管理療養費＋②基本療養費 

①  ￥３００＋ ② ￥５５５ ＝ ￥８５５ 

 

 

１割 ２割 ３割

¥4,500 ¥450 ¥900 ¥1,350

¥8,000 ¥800 ¥1,600 ¥2,400

¥2,650 ¥265 ¥530 ¥795

¥2,000 ¥200 ¥400 ¥600

¥5,200 ¥520 ¥1,040 ¥1,560

１日に１回 ¥4,500 ¥450 ¥900 ¥1,350

１日に２回 ¥9,000 ¥900 ¥1,800 ¥2,700

１日に３回以上 ¥14,500 ¥1,450 ¥2,900 ¥4,350

１日に１回 ¥3,800 ¥380 ¥760 ¥1,140

１日に２回 ¥7,600 ¥760 ¥1,520 ¥2,280

１日に３回以上 ¥12,400 ¥1,240 ¥2,480 ¥3,720

¥300 ¥300 ¥600 ¥900

¥8,400 ¥840 ¥1,680 ¥2,520

¥5,800 ¥580 ¥1,160 ¥1,740精神科重症患者支援管理連携加算 ロ 月１回

複数名精神科訪問看護加算

（３０分未満の場合を除く）

①看護師

　２人以下

②看護師と

　准看護師

③看護師と看護補助者もしくは

　精神保健福祉士が同行　※週１回に限る

精神科重症患者支援管理連携加算 イ 月１回

精神科緊急訪問看護加算 １日につき（月１４日まで）

精神科緊急訪問看護加算 １日につき（月１５日目以降）

長時間精神科訪問看護加算 １日／週

加算　項目 利用料金
利用者負担額

精神科複数回訪問加算
１日３回以上

１日２回

（例）１割負担の場合

訪問（３０分以上）

その他加算

訪問看護基本料

当月初回 ２回目以降

¥1,979 ¥855

状況により加算が発生する場合があります

その他加算 状況により加算が発生する場合があります

（例）２割負担の場合
訪問看護基本料

当月初回 ２回目以降

訪問（３０分以上） ¥3,958 ¥1,710

訪問（３０分以上） ¥5,937 ¥2,565

その他加算 状況により加算が発生する場合があります

（例）３割負担の場合
訪問看護基本料

当月初回 ２回目以降
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（３）その他の費用 

 

ご利用者様負担額は、１ヶ月単位でまとめた金額で請求いたします。 

   尚、端数（１０円未満）は四捨五入となります。 

 

（４）キャンセル料 

利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料を

いただきます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、

キャンセル料は不要とします。 

24 時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です 

12 時間前までのご連絡の場合 １提供当たりの料金の 50％（半額）を請求いたしま

す 

12 時間前までにご連絡がない場合 １提供当たりの料金の 100％（全額）を請求いたしま

す 

 

９ 緊急時における対応方法 

 サービス提供中に利用者の体調や様態の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に

応じて臨時応急手当てを行うとともに速やかに主治医へ連絡し、指示を求める等の必要な置

を講じます。 

主治医

訪問看護管理者　　高木　美鈴

氏名　　　　　　　   　　　　　　（続柄　　　　）
住所
電話番号
携帯電話
勤務先
勤務先電話

医療機関名
主治医氏名
電話番号

電話　０４６７－８１－７７７５
携帯　０７０－６４４７－１７３６
（携帯電話は緊急時のみ24時間対応可）

緊急時担当者

担当者連絡先

家族等緊急連絡先
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10 事故発生時の対応 

 サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門

員（又は地域包括支援センター）及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じま

す。また、利用者に対する指定訪問看護の提供より賠償すべき事故が発生した場合は損害賠

償を速やかに行います。 

 

 

11 苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けいたします。 

　事業所相談窓口

事業所名　BOND　BASE　看護
事業所住所　鎌倉市笛田６丁目２０－３７
電話番号　０４６７－８１－７７７５
担当者　高木　美鈴
受付時間9時から17時30分

 

※ 面接は随時、当事業所で行います。 

 

（２）公共機関でも苦情、相談窓口を設置しております。 

鎌倉市くらしと福祉の相談窓口
電話番号　０４６７－６１－３８６４
受付時間8時30分から17時

神奈川県
国民健康保険団体連合会

介護保険課　介護苦情相談係

電話番号　０４５－３２９－３４４７
受付時間8時30分から17時15分

苦情受付公共機関

藤沢市介護保険課
電話番号　０４６６－５０－３５２７
受付時間　8時30分から17時15分

 

 

12 身分証携行義務 

 訪問看護員等は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族に身分証の提示

を求められた際は、身分証の提示を行います。 
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13 サービス提供の記録 

（１）指定訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等をサービス提

供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また、利用者の確認を受けた後は、

その控えを利用者に交付します。 

（２）指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービ

スを提供した日から５年間保存します。 

（３）利用者は、事業所に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請

求することができます。 

 

 

14 衛生管理等 

（１）訪問看護員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。 

（２）事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めます。 

（３）事業所において感染症が発生、又はまん延しないように以下の措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防、及びまん延防止のための対策を検討する委員会をお

おむね６カ月に１回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底し

ます。 

② 事業所における感染症の予防、及びまん延防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、感染症の予防、及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 

 

 

15 業務継続計画の策定等 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に

実施するため、早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、その業

務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

※ 感染症、災害の規模に応じて最大限に実施できることを対策として講じます。 

（２）従業者に対し業務継続計画について周知徹底するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

16 虐待の防止について 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 

虐待防止に関する責任者 高木 美鈴 
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（２）従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。また、防止

のための対策を検討する委員会をおおむね６カ月に１回以上開催するとともに、その

結果について従業者に周知徹底します。 

（３）サービス提供中に、当該事業者従業者または擁護者（利用者の家族等高齢者を現に擁

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これ

を市町村に通報します。 

 

 

17 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）事業者及び従業員は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を

正当な理由なく、第 3者に漏らしません。 

（２）また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続し

ます。 

（３）事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨

を、従業員との雇用契約の内容とします。 

事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、会議等で利用者の個人情報を用

いません。利用者家族の個人の情報についても、同様とします。 

 

 

18 サービス提供にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは以下のとおりです。 

 

（１）看護師の禁止事項 

⚫ ご利用者またはご家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類等のお預かり 

⚫ ご利用者またはご家族からの金銭、物品、飲食の授与 

⚫ ご利用者の同居家族に対するサービス提供 

⚫ 飲酒、喫煙、飲食 

⚫ 身体拘束その他ご利用者の行動を制限する行為（ご利用者または第三者の生命や身

体を保護するためのやむを得ない場合を除く） 

⚫ その他ご利用者またはご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、迷惑行

為 

 

（２）看護師への禁止行為 

⚫ 看護師の心身に危険を及ぼす行為（暴力・暴言・いやがらせ・誹謗中傷等の迷惑行為） 

⚫ パワーハラスメント・セクシャルハラスメント等の行為 

⚫ 職員を含む利用者本人以外の写真や動画の撮影、録音等をインターネット等に掲載

すること 

⚫ 事業者又は事業所の運営に支障を与える行為や訪問看護の提供を困難にする行為 
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（３）訪問看護の提供が困難な場合 

風水害や地震等の天災により、訪問看護師等の安全が確保されない場合は、やむを得

ず訪問看護サービスの提供を中止させていただくことがあります。また、通信事情に

よっては、事前の連絡ができないこともあります 

 

 

19 訪問看護契約の契約期間 

 利用者と事業者のサービスの提供に関する契約の契約期間は、契約で定めた日から、訪問

看護終了要件に当てはまる期日までの期間、契約は継続されるものとします。 

 

 

20 訪問看護契約の終了 

 

（１） 訪問看護契約の当然終了 

・利用者の要介護区分が自立と判定された場合。 

・主治の医師が訪問看護の必要性が無いと認めた場合。 

・利用者が介護老人福祉施設、介護保険施設又は介護療養型施設に入所した場合。 

・利用者が死亡した場合。 

・事業所の滅失又は重大な毀損により、訪問看護の提供が不可能となった場合。 

・事業所が介護保険法に基づく指定を取り消された場合。 

 

（２） 利用者の解約による終了 

利用者は、事業所に対し、訪問看護契約を終了させる日から換算して 7 日前までに

解約を申し入れることにより、契約を終了させることができます。ただし、利用者は

次に掲げるいずれかの場合には解約の申し入れにより直ちに本契約を終了させるこ

とができます。 

・利用者が入院したとき。 

・事業者が故意や過失にて訪問契約の条項に違反したとき。 

・その他やむを得ない事由があるとき。 

 

（３） 事業者の解約による終了 

事業者は次に掲げるいずれかの場合には、訪問看護契約を解約することができます。 

・事業者は、やむを得ない事由により事業所を閉鎖するときは、閉鎖する日の少なく

とも 1 か月前に解約の申し入れを行うことにより、訪問看護契約を解約することが

できます。 

・利用者が利用料等の支払いを２か月以上遅延し、事業者が相当の期間を定めて勧

告したにもかかわらず、その支払いをしなかったとき。 
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・利用者が留意事項に違反し、訪問看護を提供することが著しく困難になったとき。 

・利用者またはその家族から、社会通念上許容される限度を超えるハラスメント等

の行為によって相互の信頼関係が損壊し改善の見込みがなく、契約の目的を達する

ことが不可能になったとき。 

 

（４） 契約終了の際の連携等 

事業者都合による契約の終了の場合、次の訪問看護サービスを受けられる事業所に

引継ぎをします。 

利用者都合の場合は、その限りではありません。 
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 年    月    日 

 

事業所は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記の重要事項を説明しま

した。 

事業者所在地   鎌倉市笛田６丁目３０－２７                       

         事業者（法人）名 ＢＯＮＤ ＢＡＳＥ 看護     

         代表者職・氏名  代表取締役  櫻井 里香   

         

 説明者職・氏名  看護師            
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契 約 書 

 

私は、当事業所より上記の重要事項について説明を受け、同意し交付を受け

ました。同契約書により訪問看護及び介護予防訪問看護サービス契約を締結し

ます。 

 

 

年   月   日 

 

         利用者住所  鎌倉市 

            氏名                   

          

署名代行者（又は法定代理人） 

            住所 

            本人との続柄 

            氏名                   

          

立会人住所 

            氏名                   


